
駐車場別参考図（ブロックＢ） 

 
 

 施設名称 

ブロックＢ 

港南区総合庁舎駐車場 
保土ケ谷区総合庁舎駐車場 
旭区総合庁舎駐車場 
磯子区総合庁舎駐車場 
都筑区総合庁舎駐車場 
港北区総合庁舎駐車場 
栄区庁舎駐車場 
泉区総合庁舎駐車場 

 



テキストボックス
港南区



テキストボックス
保土ケ谷区





テキストボックス
旭区





テキストボックス
磯子区





テキストボックス
都筑区





図　面　番　号

作 図 年 月 日

名　称

図　名

御　承　認 尺　度 製　図《特記事項》

ア 西村

設置図

港北区 総合庁舎駐 車場

1/200(A1)

1/400(A3)
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本物件の自動車用の出口及び入口は、次に掲げる道路に接する部分に設けておりません。

（１）幅員６メートル（自動車の駐車の用に供する部分の面積が１５０平方メートル未満の駐車施設等については、４メートル）未満の道路

（２）縦断こう配が１００分の１２を超える道路

（３）道路（幅員が６メートル未満の道路を除く。）の交差点又は曲がり角（内角が１２０度を超えるものを除く。）から５メートル以内の当該道路

（４）踏切から１０メートル以内の当該道路

（５）乗合自動車の停留所から１０メートル以内の当該道路

（６）幼稚園、小学校、特別支援学校又は児童福祉施設等の用途に供する建築物の敷地の出入口から１０メートル以内の当該道路

地下１Ｆ公用車用

カーリフト

前面道路の勾配０％

環状２号線１３０７

（道路幅員２５ｍ）

法４２条１項１号の道路

２５０００

±０

身障者マークを消す前面道路の勾配０％

６０００

±０

　合　　計 ５９台　　７７３.２㎡

車室面積

来庁者車室 ２４００×５５００　２７台　　３５６.４㎡

２４００×５２００　１１台　　１３７.２㎡

２４００×５３００　１８台　　２２８.９㎡

来庁者車室（軽）２４００×４３００　　１台 １０.３㎡

身障者車室　　　３７５０×５５００　　１台 ２０.６㎡

ハートスペース　３７５０×５３００　　１台 １９.８㎡　

　　　　　 　　　　　　

公用車 ２４００×５３００　　１台 １２.７㎡

２４００×５２００　　１台 １２.５㎡

　合　　計 ２台 ２５.２㎡

’１０．０５．１２

法４２条１項１号の道路

テキストボックス
港北区
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栄区





図　面　番　号

作 図 年 月 日

名　称

図　名

御　承　認 尺　度 製　図《特記事項》

ＰＫ－５９３２０２

ア 中野

泉区 総合庁 舎駐 車場

設置 図

1/200(A1)

1/400(A3)

’１０．０２．１９

テキストボックス
泉区
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